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１１ 我が国の衛星放送に関する制度我が国の衛星放送に関する制度

放送放送

※２ 110度ＣＳデジタル放送については、右旋円偏波を利用するものに限る。
※３ 110度ＣＳデジタル放送については、左旋円偏波を利用するものに限る。

BSアナログ放送※１

2.6GHz帯衛星デジタル音声放送

BSBSアナログ放送アナログ放送※※１１

2.6GHz2.6GHz帯衛星デジタル音声放送帯衛星デジタル音声放送 BSデジタル放送BSBSデジタル放送デジタル放送 CS放送CSCS放送放送

国内放送国内放送国内放送 受託国内放送※２受託国内放送受託国内放送※※２２ 電気通信役務利用放送※３電気通信役務利用放送電気通信役務利用放送※※３３

視 聴 者視視 聴聴 者者

放送事業放送事業

① 放送番組の編集主体①① 放送番組の編集主体放送番組の編集主体

② 放送局の管理・運用
主体

②② 放送局の管理・運用放送局の管理・運用
主体主体

委託放送事業
（放送番組の編集主体）

委託放送事業
（放送番組の編集主体）

(a) 放送番組を制作・編集
(b) 受託放送事業者にその番組

の放送を委託

(a) 放送局を管理・運用
(b) 委託放送事業者からの委託

により、その放送番組をそのまま
放送

受託放送事業
（放送局の管理・運用主体）

受託放送事業
（放送局の管理・運用主体）

(a) 放送番組を制作・編集
(b) 電気通信事業者から衛星中継器

を利用する電気通信役務の提供を
受けて放送

電気通信役務利用放送事業
（放送番組の編集主体）

電気通信役務利用放送事業
（放送番組の編集主体）

(a) 衛星を管理・運用
(b) 衛星を、需要に応じ

て、放送にも通信にも
提供

電気通信事業者電気通信事業者

委託放送事業者の委託放送事業者の
放送番組を放送番組を放送放送

放送番組の放送番組の放送放送を委託を委託
電気通信役務電気通信役務

放送放送

※１ ＢＳアナログ放送については、2007年に受委託制度に移行する予定。 １



(注1) （ ）内の％は、放送メディア全体に占める各媒体のシェア。
小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない箇所がある。

（注2）「地上系民間放送事業者」には、(財)道路交通情報通信システムセンター
及びコミュニティ放送事業者(180社)を含めていない。

（注3）「ＮＨＫ」については、経常事業収支を基に算出している。
（注4）放送大学学園を除く。
（注5）「ケーブルテレビ事業者」は、自主放送を行う許可施設・営利法人のうち

、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする311社（許可施設には、電気通信
役務利用放送法の登録を受けた設備で有線テレビジョン放送法の許可施設と
同等の放送方式のものを含む。）。

(注6）「衛星系民間放送事業者」の内訳には、ＢＳ放送とＣＳ放送の兼営社が３
社含まれるため、総数（131社）とは一致しない。

地上系民間放送事業者(196社)

2兆5,998億円(65.0%)

ＮＨＫ
6,749億円(16.9%)

衛星系民間放送事業者(131社)
3,414億円(8.5%)

ケーブルテレビ事業者
(311社)
3,850億円(9.6%)

放送メディア全体の収入 2005年度（平成17年度） ４兆０，０１１億円

○○ 放送メディア全体の市場規模は、放送メディア全体の市場規模は、20052005年度年度（平成（平成1717年度）年度）において、において、44兆兆0,0110,011億円となっている。億円となっている。
○○ 各放送事業者のシェアは、地上系民間放送事業者が各放送事業者のシェアは、地上系民間放送事業者が6565．．00％、ＮＨＫが％、ＮＨＫが16.16.99％、ケーブルテレビ事業者が％、ケーブルテレビ事業者が
9. 9. 66％、衛星放送事業者が％、衛星放送事業者が88. . 55％を占めている。％を占めている。

【内訳】

テレビジョン放送単営( 93社): 2兆0,158億円(50.3%)
ＡＭ放送・テレビジョン放送兼営( 34社)： 4,197億円(10.4%)
その他(※)単営( 69社): 1,643億円(4.1%)
※…ＡＭ(13社)・短波(1社)・ＦＭ(53社)・多重放送(2社)

【内訳】

BS( 13社): 847億円（2.1%）

2.6GHz帯衛星デジタル音声放送( 1社): 6億円（0.0%）

CS(120社): 2,561億円（6.4%）

２

２２ 放送メディアの市場規模放送メディアの市場規模（（20052005年度）年度）



３３ 多チャンネル化の状況多チャンネル化の状況
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１９５３年１９５３年
地上波の民間
テレビジョン放送
開始

１９８９年１９８９年
ＢＳアナログ放送
開始

１９９３年１９９３年
ＣＳアナログ放送
開始

１９９６年１９９６年
ＣＳデジタル放送
開始

２０００年２０００年
・ＢＳデジタル放送開始
・ＣＳデジタルに関し、
ＤｉｒｅｃＴＶ廃止

注１ 地上放送については、東京都で受信可能なテレビジョン放送のチャンネル数
注２ BS放送、CS放送については、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送を足し上げて算出
注３ CATVについては、東京都の主要なケーブルテレビ事業者によって提供されているチャンネル数の平均

注４ 上記のほか、全国をサービス地域とする有線役務利用放送事業者４社があり、その平均チャンネル数は約４３チャンネルである

１９６４年１９６４年
東京12チャンネル
が放送開始
すべてのキー局
が受信可能に

１９９５年ごろ１９９５年ごろ
ケーブルテレビ
事業者のサービス
開始が相次ぐ

４５４

277

48

367

7

2006年度末におけるチャンネル数

○地上放送： ９チャンネル

○ＢＳ放送： ３２チャンネル

○ＣＳ放送：２８６チャンネル

○ＣＡＴＶ：１２７チャンネル

合 計：４５４チャンネル

年度末

３



４４ BSBSテレビジョンテレビジョン放送放送ののチャンネルチャンネルと使用している衛星と使用している衛星のの推移推移

2004年
(平成16年)

2005年
(平成17年)

2006年
(平成18年)

2007年
(平成19年)

2008年
(平成20年)

2009年
(平成21年)

2010年
(平成22年)

2011年
(平成23年)

第5チャンネル

第7チャンネル

第9チャンネル

第11チャンネル

第1チャンネル

第3チャンネル

第13チャンネル

第15チャンネル

第17チャンネル

第19チャンネル

第21チャンネル

第23チャンネル

国内放送（いわゆるハード・ソフト一致）国内放送（いわゆるハード・ソフト一致） 受委託国内放送（いわゆるハード・ソフト分離）受委託国内放送（いわゆるハード・ソフト分離）

WOWOWWOWOW

NHK BS1 NHK BS1 （デジタルの（デジタルの BS1 BS1 と同一の放送）と同一の放送）

NHK BSNHK BS--hihi （デジタルの（デジタルの BSBS--hi hi と同一の放送）と同一の放送）

NHK BS2NHK BS2 （デジタルの（デジタルの BS2 BS2 と同一の放送）と同一の放送）

20072007年年1212月開始月開始

日本ビーエス放送日本ビーエス放送

スターチャンネルスターチャンネル

ワールド・ハイビジョン・チャンネルワールド・ハイビジョン・チャンネル

デジタル化・ハードソデジタル化・ハードソ
フト分離フト分離

委託放送事業者の認定
（2005年12月15日）

放
送
事
業
者

放
送
事
業
者

放
送
衛
星

放
送
衛
星

（国
内
放
送
事
業
者
又
は
委
託
放
送
事
業
者
）

第5, 7, 9, 11
チャンネル

第1, 3, 13, 15
チャンネル

BSATBSAT--1a1a

BSATBSAT--1b1b（予備衛星）（予備衛星）

BSATBSAT--2a2a（予備衛星）（予備衛星）

BSATBSAT--2c2c

BSATBSAT--1a1a後継機後継機

放送普及基本計画及び放送用
周波数使用計画の一部変更

（2004年4月16日）

株式会社放送衛星システム所
属放送衛星局の予備免許

（2004年6月9日）

1997.4打上げ 設計寿命2007.4

1998.4打上げ 設計寿命2008.4

2001.3打上げ 設計寿命2011.3

2003.6打上げ 設計寿命2013.5

ビーエス朝日ビーエス朝日

ビーエス・アイビーエス・アイ

WOWOWWOWOW
BSBSジャパンジャパン

BSBS日本日本

ビーエスフジビーエスフジ

NHK BS1 NHK BS1 （総合放送）（総合放送）
NHK BS2 NHK BS2 （難視聴解消を目的とする放送）（難視聴解消を目的とする放送）
NHK BSNHK BS--hi hi （ハイビジョン普及に資する総合放送）（ハイビジョン普及に資する総合放送）
スター・チャンネルスター・チャンネル

アナログ放送はアナログ放送は
20112011年までに終了年までに終了

アナログ放送

デジタル放送

20112011年以降、デジタル年以降、デジタル

放送・受委託国内放送放送・受委託国内放送
として使用する予定でとして使用する予定で

パブコメ募集中パブコメ募集中
（～（～2007/6/282007/6/28））

2007.8打上げ予定

４



（特に記載の無いものについては、2007年（平成19年）3月末現在の数値。）

５５ 衛星放送の衛星放送の現況現況

番組数等番組数等
区分区分 TVTV 音声音声 データデータ

BSBS

110110度度

以外以外

110110度度

合計合計

CSCS

111144社社 286286 744744 4141 470.8470.8 －－ 5353 (153)(153)

合計合計 1122社社（（NHKNHKを除く）を除く） 3232 4646 66 1,4571,457 －－ 99

アナログアナログ 1社 - 10 1 6.0
デジタルデジタル

（（e2 by e2 by スカパースカパー!!）） 13社
89

(HD12,SD77) - 2 47.4

デジタルデジタル
（（e2 by e2 by スカパースカパー! ! 

以外）以外）

1社
3

(HD1,SD2) - - （47.4）

N-SAT-110
（ジェイサット、宇宙通信/110度）

12 (24)

加入者数等加入者数等
（万世帯）（万世帯）

使用衛星使用衛星
（所有者／軌道位置）（所有者／軌道位置）

放送用中継器数放送用中継器数
（全中継器数）（全中継器数）

NHK 3
(HD1,SD2) - - 1,292

WOWOW 1 - - 127

NHK 3
(HD1,SD2) - -

WOWOW 4
(HD1,SD3) - -

民放キー局系5社
20

(HD5, SD15) - -

スターチャンネル 1 - -
その他 - 1 4

モバイル放送 - 45 2 非公表
MBSAT

（モバイル放送/144度）
1

JCSAT-3A
（ジェイサット/128度）

20 (42)

JCSAT-4A
（ジェイサット/124度）

16 (32)

SUPERBIRD-C
（宇宙通信/144度）

2 (24)

PAS-8
（パンナムサット・インターナショナル・シ

ステムズ・エルエルシー/166度）

1 (1)

JCSAT-2A
（ジェイサット/154度）

2 (32)

デジタルデジタル
（（SKYPerfecTVSKYPerfecTV!!

以外）以外）

4社 4 632 2 48.9

デジタルデジタル
（（SKYPerfecTVSKYPerfecTV!!）） 99社 190 102 36 368.5

2,382 BSAT-2
(BSAT/110度）

4
デジタルデジタル

BSAT-1
(NHK, WOWOW/110度）

4アナログアナログ

方式方式
（プラットフォーム）（プラットフォーム）

放送事業者放送事業者

注１ アナログWOWOWの加入者数は、2006年（平成18年）12月よりＣＳ経由の加入者も含む。

注２ ＢＳデジタルの視聴世帯数は、受信機普及台数（ＮＨＫ調べ）にケーブル経由を加えた値。
注３ ＢＳの合計視聴世帯数は、NHK受信契約数（アナログ・デジタル合算）にケーブル経由を加えた値。

注４ e2 by スカパー! 以外の放送は、無料放送のため視聴世帯数はe2 by スカパー!と同数としている。
５



年度年度 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005
社数 1社 1社 7社 7社 7社 7社 7社 7社

営業損益 ▲405.5 ▲469.4 ▲245.6 ▲146.9 ▲52.0 ▲34.8 19.6 52.1
（１社平均） ▲4.2 ▲4.6 ▲2.8 ▲1.5 ▲0.5 ▲0.3 0.2 0.5

124/128度CS
デジタル放送

785.7
112.2

▲121.3
▲17.3
181.9

36.4
▲137.1

▲27.4
17社

123.2
7.2

▲67.8
▲4.0

105社
(45社)

2,021.7

営業収益 653.7 628.3 711.7 861.3 784.3 766.0

19.3

（１社平均） 653.7 628.3 118.6 123.0 112.0 109.4
834.5
119.2

▲84.9
▲12.1
206.0

41.2
▲89.5
▲17.9

16社
156.7

9.8
▲7.9
▲0.5

103社
(49社)

2,117.8

営業損益 103.1 72.9 ▲159.0 ▲334.7 ▲237.3 ▲192.3
（１社平均） 103.1 72.9 ▲26.5 ▲47.8 ▲33.9 ▲27.5

20.6

ＢＳデジタル

放送

営業収益 - - 101.7 214.5 161.5 156.1
（１社平均） - - 20.3 42.9 32.3 31.2
営業損益 - - ▲135.6 ▲316.8 ▲239.7 ▲181.1
（１社平均） - - ▲27.1 ▲63.4 ▲47.9 ▲36.2

営業損益 - - - - ▲65.6 ▲51.8

110度CSデジタ

ル放送

（１社平均） - - - - ▲3.6 ▲3.0
社数 96社 101社 88社 99社 96社 101社

（うち役務） - - - (2社) (24社) (37社)
営業収益 603.9 960.5 1,103.0 1,424.8 1,779.9 1,929.6
（１社平均） 6.3 9.5 12.5 14.4 18.5 19.1

社数 - - - - 18社 17社
営業収益 - - - - 109.9 110.0
（１社平均） - - - - 6.1 6.5

無料広告
の事業者

（5社）

注１ BSデジタル放送は2000年（平成12年）12月1日開始、110度CSデジタル放送は2002年（平成14年）3月1日開始。ただ
し、BSデジタル放送の2000年度（平成12年度）の営業収益及び営業損益については、6社の数値。

注２ 営業収益及び営業損益については、当該業務関係のみの数値
注３ 2005年度（平成17年度）については事業者のうち、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送の兼営社が１社、BSデジ

タル放送と124/128度CSデジタル放送の兼営社が２社、110度CSデジタル放送と124/128度CSデジタル放送の兼営社

が１社含まれる。統計上は、これらの４社は分計されている。

（億円）

0
400
800

1,200
1,600
2,000
2,400
2,800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BS 110 度 124/128 度

1821116324124/128度CSデジタル放送の加入者数

----110度CSデジタル放送の加入者数

----BSデジタル放送の受信可能世帯数

19991999199819981997199719961996年度末年度末

注１ BSデジタル放送：受信可能世帯数（PDP・液晶テレビ、ブラウン管テレビ、BSデジタルチューナー（録画機含む。）、
ケーブルテレビ用デジタルSTBの合計）

注２ 110度CSデジタル放送：加入件数（個人契約者数（有料視聴契約（個人本登録）を結び、視聴料の支払いが発生し
ている加入者数）に、有料視聴契約締結前の無料視聴期間中の数（仮登録、「ＳＫＹＰｅｒｆｅｃＴＶ！」 のみ）、法人契
約者数（代理店展示用を含む）、技術開発用登録数などを加えた総登録者数）

注３ 124/128度CS放送：加入件数（個人契約者数（有料視聴契約（個人本登録）を結び、視聴料の支払いが発生してい

る加入者数）に、有料視聴契約締結前の無料視聴期間中の数（仮登録、「ＳＫＹＰｅｒｆｅｃＴＶ！」 のみ）、法人契約者
数（代理店展示用を含む）、技術開発用登録数などを加えた総登録者数）。

注４ 124/128度CS放送において、 「ＳＫＹＰｅｒｆｅｃＴＶ！」のプラットフォーム以外のデジタル放送を利用している加入者が
約48.9万件。このほか、アナログ音声放送の加入者が約6万件（以上いずれも2006年度（平成18年度）末）。

（万件）

万件

369

47

2,382

20062006

262

-

161

20002000

374

32

1,422

20052005

362352338304

20127-

839552381263

20042004200320032002200220012001

○ １社当たりの営業収益は、BSデジタル放送が 大
○ 124/128度CSデジタル放送は、単年度の営業損益
が2004年度（平成16年度）に黒字化

○○ １社当たりの営業収益は、１社当たりの営業収益は、BSBSデジタル放送が 大デジタル放送が 大
○○ 124/128124/128度度CSCSデジタル放送は、単年度の営業損益デジタル放送は、単年度の営業損益
がが20042004年度（平成年度（平成1616年度）に黒字化年度）に黒字化

○ BSデジタル放送の受信可能世帯数は、2005年9月
末に1,000万、2006年12月末に2,000万を突破

○ CSデジタル放送は、2007年3月末で、約420万加入

となっている

○○ BSBSデジタル放送の受信可能世帯数は、デジタル放送の受信可能世帯数は、20052005年年99月月
末に末に1,0001,000万、万、20062006年年1212月末に月末に2,0002,000万を突破万を突破

○○ CSCSデジタル放送は、デジタル放送は、20072007年年33月末で、約月末で、約442020万加入万加入

となっているとなっている

年度末

６ 民間衛星放送事業者の概要
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７７ BSBSデジタルデジタル放送放送（テレビ）（テレビ）の委託放送事業者の概要の委託放送事業者の概要

社名社名 株式会社ＢＳ日本株式会社ＢＳ日本 株式会社ビーエス朝日株式会社ビーエス朝日 株式会社ビーエス・アイ株式会社ビーエス・アイ 株式会社ＢＳジャパン株式会社ＢＳジャパン

４００億円 ２５０億円

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組

１９９８．１０．２７

２００３．１０．２７

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組
（いずれも有料放送を含
む。）

１９９８．１０．２７

２００３．１０．２７

株式会社ビーエスフジ株式会社ビーエスフジ

資本金資本金 ２５０億円 ３５０億円 ３１０億円

放送の種類放送の種類

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組
（いずれも有料放送を含
む。）

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組
（いずれも有料放送を含
む。）

当初認定日当初認定日 １９９８．１０．２７ １９９８．１０．２７ １９９８．１０．２７

直近の認定更新日直近の認定更新日 ２００３．１０．２７ ２００３．１０．２７ ２００３．１０．２７

社名社名 株式会社ＷＯＷＯＷ株式会社ＷＯＷＯＷ 株式会社スター株式会社スター・・チャンネルチャンネル 日本日本ＢＳＢＳ放送株式会社放送株式会社
ワールド・ハイビジョン・ワールド・ハイビジョン・
チャンネル株式会社チャンネル株式会社

資本金資本金 ５０億円 ２０億円 ３０億円

ＨＤ １番組
（有料放送を含む。）

ＨＤ １番組

２００５．１２．１５

－

２００５．１２．１５

－

放送の種類放送の種類

ＨＤ １番組

ＳＤ ３番組
（いずれも有料放送を含
む。）

ＳＤ １番組
（有料放送を含む。）

６億円※

ＨＤ １番組

２００５．１２．１５

－

当初認定日当初認定日 １９９８．１０．２７ １９９８．１０．２７

直近の認定更新日直近の認定更新日 ２００３．１０．２７ ２００３．１０．２７

※放送を開始する2007年
12月までに15億円に増

資する予定
７



Source : NHK発表（http://www.nhk.or.jp/digital/spread/spread_bs.html）

８８ デジタル受信機等の普及の推移デジタル受信機等の普及の推移
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Source : NHK推定（世帯インデックス調査等をもとに算出） Source : NHK受信実態調査

Source : NHK受信実態調査
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９９ ＮＨＫのチャンネルの在り方に関わる過去の提言ＮＨＫのチャンネルの在り方に関わる過去の提言

第３章 放送政策の課題と方向性
５ 公共放送（ＮＨＫ）の在り方

（２） 事業規模及び業務範囲の在り方
ウ ＮＨＫの基本的使命、それに基づく業務範囲、事業規模（メディア

の種類及び数）については、社会的、経済的、文化的諸状況等公
共放送を取り巻く環境の変化に応じて も適正な在り方が検討さ
れるべきである。既にＮＨＫが所有しているメディアの種類及び数既にＮＨＫが所有しているメディアの種類及び数
についても所与のものとして当然視するものではなく、各メディアについても所与のものとして当然視するものではなく、各メディアごご

との意義を常に検討し、その上で公共放送として限られた経営財との意義を常に検討し、その上で公共放送として限られた経営財

源で 大限の効用を国民にもたらしうる 適なメディアの組み合源で 大限の効用を国民にもたらしうる 適なメディアの組み合

わせをわせを見いだしていく必要がある。見いだしていく必要がある。
エ 衛星放送は、放送ニューメディアの中でも、これまでＮＨＫが も

積極的にかかわってきたメディアであり、各種ノウハウの蓄積が
豊かであること、放送の全国普及というＮＨＫの使命達成に適し
たメディア特性を持っていること、及び今後我が国の放送体制に
重大な影響を及ぼす可能性を有するものであることを考慮し、

（ｱ） 衛星放送受信機の普及が高度に進んだ本格的衛星放送時
代の到来までの間、ＮＨＫが先導的衛星放送実施主体である
べきと考える。

（ｲ） そのため衛星放送による難視聴の解消と並んで、地上にお
ける受信機の普及、衛星メディアの技術的可能性の開発上有
効と認められる方策（衛星放送のメディア特性を活かせる番組

の開発・提供、民間放送、メーカー等の関係者との共同による
ハイビジョン・ＰＣＭ音声放送等の各種実験の実施等）が、積極
的に講じられるべきである。

（ｳ） 将来において、本格的衛星放送時代が到来した場合、ＮＨＫ将来において、本格的衛星放送時代が到来した場合、ＮＨＫ
の適正規模に関する考え方に基づき、既に保有しているメディの適正規模に関する考え方に基づき、既に保有しているメディ

ア全体の中での見直し、ア全体の中での見直し、 整備を検討する必要がある。整備を検討する必要がある。

第２章 衛星放送に関する考え方
２．３ 衛星放送と難視聴対策

我が国の衛星放送は、テレビジョン放送の難視聴解消を主目

的に導入され、現在ＮＨＫが１チャンネルを難視聴解消用に利用
している。しかし、ＮＨＫの放送の難視聴世帯（10万世帯程度）の
うち、衛星放送を利用しているのは8000世帯程度といわれてお

り、離島における難視聴は通信衛星の利用等によって対処する
ことも考えられる。

このため、将来、衛星放送以外の手段により難視聴解消が図

られた段階においては、衛星放送をより有効に利用することが適
当と考えられる。

ただし、現行難視聴解消チャンネルの扱いについては、本格的現行難視聴解消チャンネルの扱いについては、本格的

衛星放送時代において公共放送としてのＮＨＫが保有すべきメ衛星放送時代において公共放送としてのＮＨＫが保有すべきメ

ディアの在り方について全体的な検討を進める中で、明らかにディアの在り方について全体的な検討を進める中で、明らかにすす

るることが適当ことが適当である。

第３章 将来の衛星放送の在り方
３．３ 放送の提供者

（１） ＮＨＫ
衛星放送に関する各種ノウハウの蓄積が豊富であること、放衛星放送に関する各種ノウハウの蓄積が豊富であること、放

送の全国普及というＮＨＫの使命達成に適したメディアであること送の全国普及というＮＨＫの使命達成に適したメディアであること

から、今後も先導的な衛星放送の実施主体であることが適当から、今後も先導的な衛星放送の実施主体であることが適当と
考えられる。ただし、そのチャンネル数については、２．３でも述べそのチャンネル数については、２．３でも述べ
たように、本格的衛星放送時代において公共放送としてのＮＨＫたように、本格的衛星放送時代において公共放送としてのＮＨＫ

が保有すべきメディアの在り方の一環として検討することが必要が保有すべきメディアの在り方の一環として検討することが必要
である。

「衛星放送の将来展望に関する検討会」報告書
（1989年（平成元年）2月）

放送政策懇談会「ニューメディア時代における放送に関する懇談会」
（1987年（昭和62年）4月）

９



第２ 放送衛星３号後継機の段階における衛星放送の在り方
３ チャンネル構成及び事業主体
（２） 事業主体

ア ＮＨＫについて
（ア） ＢＳ－３後継機の段階における衛星放送は基幹的放送 のメディアの一つ

としての機能の発揮やハイビジョン放送の普及促進等が期待されており、
① 公共放送と民間放送との併存体制のもと、公共放送と して、多様化・増

大する国民の放送に対する要望に応えるとともに、
② 衛星放送のハイビジョン放送化を含め、引き続き、衛星放送の発達・普及

の先導的な役割を果たし、
③ また、当面、他に有効な代替手段がないことから、放送衛星により行う必

要性が認められる難視聴解消放送の実施を確保する
観点から、ＢＳ－３後継機の段階における衛星放送においても、 ＮＨＫが、引きＮＨＫが、引き

続き、２チャンネルのテレビジョン放送を実施する必要性が認められる続き、２チャンネルのテレビジョン放送を実施する必要性が認められるものと考
える。

（イ） ハイビジョン放送については、その普及促進が、ＢＳ－３後継機の段階におけ

る衛星放送の目的・理念の一つとなっている一方、一般放送事業者による衛星
放送の現状から見て、その立ち上がり期においては、ＮＨＫを除く事業者による
事業化・普及は困難と考えられ、少なくともＮＨＫがハイビジョン放送を実施し、少なくともＮＨＫがハイビジョン放送を実施し、
先導的に先導的に その普及促進を図り、事業化のための環境整備を図る必要性が認その普及促進を図り、事業化のための環境整備を図る必要性が認

められる。このため、ＮＨＫは、視聴者（国民）のコンセンサス・支持が得られるめられる。このため、ＮＨＫは、視聴者（国民）のコンセンサス・支持が得られる
範囲内で、ハイビジョン放送の普及に積極的に取り組むべきである範囲内で、ハイビジョン放送の普及に積極的に取り組むべきであると考える。

また、その際、ＢＳ－３後継機段階の初期においては、ハイビジョン放送用の

受信機の普及状況等からみて、現行２チャンネルにおいて相当量のハイビジョ
ン放送を行うことは、現行衛星放送（標準テレビジョン放送）の受信者保護 の観

点から困難と予想されるので、差し向き、ハイビジョン放送普及の先導的な役割
を果たす上で必要と認められる範囲で、ＮＨＫがハイビジョン普及チャンネルを
利用することは適当と認められる。

ただし、その場合であっても、ＢＳ－３後継機の段階における衛星放送におい

て一定以上のハイビジョン放送の実施が確保されるようになった段階以降に一定以上のハイビジョン放送の実施が確保されるようになった段階以降におお
いては、ＮＨＫの適正規模、保有メディア全体の在り方の観点から、少なくとも、いては、ＮＨＫの適正規模、保有メディア全体の在り方の観点から、少なくとも、
ＮＨＫのハイビジョン放送は現行２チャンネルの中で実施することとし、そのためＮＨＫのハイビジョン放送は現行２チャンネルの中で実施することとし、そのため
に必要となる措置（例：放送衛星利用に替わる難視聴解消方法の確立、難視聴に必要となる措置（例：放送衛星利用に替わる難視聴解消方法の確立、難視聴
解消放送とハイビジョン放送の両立化等）について、ＮＨＫにおいて、早期に検解消放送とハイビジョン放送の両立化等）について、ＮＨＫにおいて、早期に検
討を行い、準備を進めることが必要討を行い、準備を進めることが必要と考える。

電波監理審議会「放送衛星３号後継機の段階における衛星放送の在り方」答申書
（1993年（平成５年）５月）

３ チャンネル構成及び事業主体
（２） 事業主体

ア ＮＨＫ
ＮＨＫはデジタル移行チャンネルの放送主体となる。
なお、今後も、公共放送として、多様化・高度化する放送に対する国民・視今後も、公共放送として、多様化・高度化する放送に対する国民・視

聴者の選択に応えるとともに、デジタルＨＤＴＶ放送を含め、デジタル方式に聴者の選択に応えるとともに、デジタルＨＤＴＶ放送を含め、デジタル方式によよ
るる衛星放送の発達・普及に積極的な役割を担うことが期待される。衛星放送の発達・普及に積極的な役割を担うことが期待される。

「ＢＳ－４後発機検討会」報告
（1997年（平成９年）３月）

２ 今後の衛星放送の在り方
（３） 各衛星放送の位置付け

① ＢＳデジタル放送
（準基幹放送的な方向）
ＢＳデジタル放送については、準基幹放送的な方向で、総合的な内容のものが

ハイビジョンにより行われる放送を中心とし、将来的には過半数の世帯に普及 し
ていく可能性がある放送として発展していくことが考えられる。また、デジタル技術
を生かした多彩な放送を行うことにより、地上放送のデジタル化の先駆けとしての
役割が特に大きい放送と考えられる。

このため、ＢＳアナログ放送の場合と同様、ＮＨＫ・民放の二元体制の下で、公ＮＨＫ・民放の二元体制の下で、公
共放送であるＮＨＫが先導的役割を果たすことが期待される。共放送であるＮＨＫが先導的役割を果たすことが期待される。

なお、ＢＳアナログ放送は、ＢＳデジタル放送へ移行していく位置付けのものと考
え られる。

３ 今後の衛星放送の普及発展に向けた課題
（１） ＢＳ放送における課題

（ＢＳアナログ放送の終了の在り方）
（前略）ＢＳアナログ放送は、1500万以上もの世帯に普及した世界で も成功した

メディアの一つであり、これは、国、放送事業者、メーカー等の努力、そして何よ
り視聴者の支持によるものである。このようなＢＳアナログ放送を終了させよう
とすることは、地上アナログ放送の終了と併せ、今までにほとんど例のない大き
な事業に取り組むこととなる意味を有するものであることを、まず、念頭に置く必
要がある。

ＢＳアナログ放送が終了する具体的な時期を定めるにあたっては、
・ＢＳアナログ放送視聴者への十分な配慮
・放送全体のデジタル化の進展との整合やデジタル放送普及への寄与
・家庭におけるテレビ受信機の買い換え周期
・現行のＢＳアナログ放送用の衛星の運用の終了時期（設計寿命2007年）

等を全体として勘案する必要がある。
本検討会としては、これらの事情を総合的に勘案し、ＢＳアナログ放送のうち、ＢＳアナログ放送のうち、

アナログハイビジョンチャンネル（ＢＳアナログハイビジョンチャンネル（ＢＳ--９チャンネル）については現在のＢＳアナロ９チャンネル）については現在のＢＳアナロ
グ放送用の設計寿命であるグ放送用の設計寿命である20072007年に終了することとし、その他のＮＨＫのＢＳ年に終了することとし、その他のＮＨＫのＢＳ--１１
（ＢＳ（ＢＳ--７チャンネル）及びＢＳ７チャンネル）及びＢＳ--２（ＢＳ２（ＢＳ--１１チャンネル）並びにＷＯＷＯＷの使用チャ１１チャンネル）並びにＷＯＷＯＷの使用チャ
ンネル（ＢＳンネル（ＢＳ--５チャンネル）については地上アナログ放送が終了する時期に５チャンネル）については地上アナログ放送が終了する時期に合わ合わ
せ、せ、20112011年までに終了することが適当である年までに終了することが適当である、との結論で一致した。

「衛星放送の在り方に関する検討会」最終取りまとめ
（2002年（平成14年）12月）
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１０１０ 放送普及基本計画の放送普及基本計画の主な主な改正の概要改正の概要（（ＢＳテレビジョンＢＳテレビジョン放送関係）放送関係）

放送を国民に 大限普及させるための指針放送を国民に 大限普及させるための指針

国内放送関係国内放送関係

放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の目標放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の目標放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の目標

国内放送関係国内放送関係

アナログ放送関係アナログ放送関係

受託国内放送関係受託国内放送関係

1988.10 制定

1990.1 改正

◎ 制定
・BS-2段階 NHK：難視聴解消＋総合放送
・BS-3段階 NHK：BS-2を引き継ぐとともに多様化する

需要にこたえる放送
民放：総合放送（有料放送）1系統

◎◎ 制定制定
・BS-2段階 NHK：難視聴解消＋総合放送
・BS-3段階 NHK：BS-2を引き継ぐとともに多様化する

需要にこたえる放送
民放：総合放送（有料放送）1系統

アナログ放送関係アナログ放送関係 デジタル放送関係デジタル放送関係受託国内放送関係受託国内放送関係

◎ 制定
- NHK：難視聴解消＋総合放送

◎◎ 制定制定
- NHK：難視聴解消＋総合放送

◎ 民放について、総合放送
（有料放送） １系統を追加

- NHK:難視聴解消＋総合放送

- 民放:総合放送（有料放送）1系統

◎◎ 民放について、総合放送民放について、総合放送
（有料放送）（有料放送） １系統を追加１系統を追加

- NHK:難視聴解消＋総合放送

- 民放:総合放送（有料放送）1系統

※ BS-3段階のＮＨＫについて、難視聴解消＋総合放送を引

き継ぐとともに多様化する需要にこたえる放送とする改正

1991.3 改正
◎ BS-2に関する記載削除

- NHK：難視聴解消＋総合放送
- 民放：総合放送（有料放送） 1系統

（ＨＤ放送のための試験放送）

◎◎ BSBS--22に関する記載削除に関する記載削除
- NHK：難視聴解消＋総合放送
- 民放：総合放送（有料放送） 1系統

（ＨＤ放送のための試験放送）
BS-3打上げ

（1990.8）

民放開始（1991.4）

1994.3&7 改正
BS-3後継機(BSAT1)関係

◎ BS-3段階の民放について、総合放送（有料

放送）への限定を削除
◎ BS-3後継機段階について記載追加

- NHK:BS-3を引き継ぐ2系統
- 民放:1系統
- 多様化、高度化する需要に応える5系統
（HD放送のための試験放送終了後、ＮＨＫ・民放による暫定

的な放送）

◎◎ BSBS--33段階の民放について、総合放送（有料段階の民放について、総合放送（有料

放送）への限定を削除放送）への限定を削除
◎◎ BSBS--33後継機後継機段階段階について記載追加について記載追加

- NHK:BS-3を引き継ぐ2系統
- 民放:1系統
- 多様化、高度化する需要に応える5系統
（HD放送のための試験放送終了後、ＮＨＫ・民放による暫定

的な放送）

◎ 民放について、総合放送
（有料放送）への限定を削除

- NHK:難視聴解消＋総合放送

- 民放:1系統

◎◎ 民放について、総合放送民放について、総合放送
（有料放送）への限定を削除（有料放送）への限定を削除

- NHK:難視聴解消＋総合放送

- 民放:1系統

※ 1996.2改正で追加（当時は、CS放送関係の規定） ※ 1996.2改正で追加（当時は、CS放送関係の規定）

1997.6 改正
BSデジタル放送関係

◎ BS-3後継機段階について、アナログは4周

波数
- NHK:BS-3を引き継ぐ2系統
- 民放:1系統
- ＨＤ放送普及のための暫定的放送

◎◎ BSBS--33後継機後継機段階段階について、アナログはについて、アナログは44周周

波数波数
- NHK:BS-3を引き継ぐ2系統
- 民放:1系統
- ＨＤ放送普及のための暫定的放送

◎ 4周波数を利用し、H12にデジタル放送開始
（1周波数分は、アナログサイマル放送）

◎◎ 44周波数を利用し、周波数を利用し、H12H12にデジタル放送開始にデジタル放送開始
（1周波数分は、アナログサイマル放送）

1998.10 改正
BS-3後継機（BSAT1）打上げ

(1997.4)

1999.6 改正

◎ BS-3に関する記載削除

BSデジタル放送開始
(2000.12)

◎◎ BSBS--33に関する記載削除に関する記載削除

◎ 受委託放送に関する記載追
加

・アナログサイマル ＮＨＫ2系統、民
放1系統

・アナログサイマル以外 民放ＳＤ20
番組程度・HD6番組

◎◎ 受委託受委託放送放送にに関する関する記載追記載追

加加
・アナログサイマル ＮＨＫ2系統、民

放1系統
・アナログサイマル以外 民放ＳＤ20

番組程度・HD6番組

◎ HD普及のための暫定的放送の終了時期、

デジタルへ円滑に移行するための放送（アナ

ログハイビジョン）の終了時期
- 暫定的放送は、アナログハイビジョン開始の際に
終了

- アナログハイビジョンは、H9運用開始の衛星の運

用終了までの適当な時期に終了

◎◎ HDHD普及のための暫定的放送の終了時期、普及のための暫定的放送の終了時期、

デジタルへ円滑に移行するための放送デジタルへ円滑に移行するための放送（アナ（アナ

ログハイビジョン）ログハイビジョン）の終了時期の終了時期
- 暫定的放送は、アナログハイビジョン開始の際に
終了

- アナログハイビジョンは、H9運用開始の衛星の運

用終了までの適当な時期に終了

◎ デジタル放送に関する具体的規定追加
- 1周波数分は、ＮＨＫのアナログサイマル放送
- ＮＨＫ:ＨＤ普及に資する総合放送
（NHKの放送はアナログ終了までで、その後は、2番

組を超えないことを前提に見直し）
- 民放:多様化、高度化する放送需要に応えるための

放送

◎◎ デジタル放送に関する具体的規定追加デジタル放送に関する具体的規定追加
- 1周波数分は、ＮＨＫのアナログサイマル放送
- ＮＨＫ:ＨＤ普及に資する総合放送
（NHKの放送はアナログ終了までで、その後は、2番

組を超えないことを前提に見直し）
- 民放:多様化、高度化する放送需要に応えるための

放送

◎ HD放送に関する記載追加

- NHK・民放:1系統

◎◎ HDHD放送に放送に関する関する記載追加記載追加

- NHK・民放:1系統

◎ NHKのHD放送に関する記

載追加（アナログサイマル以外）

- NHK:1番組

- 民放:SD20番組程度、ＨＤ6番組

◎◎ NHKNHKののHDHD放送に放送に関する関する記記

載追加載追加（アナログサイマル以外）（アナログサイマル以外）

- NHK:1番組

- 民放:SD20番組程度、ＨＤ6番組

2003.4 改正 ◎ アナログハイビジョンの終了時期（H19）、アナ

ログ放送の終了時期（H23まで）の記載

◎◎ アナログハイビジョンの終了時期アナログハイビジョンの終了時期（（H19H19））、アナ、アナ

ログ放送の終了時期ログ放送の終了時期（（H23H23まで）まで）の記載の記載

2004.4 改正
BSAT2打上げ

(2001.3)

◎ アナログ放送の終了時期（H19）の記載
※ なお、H19～H23までは、受委託放送で実施

◎◎ アナログ放送の終了時期アナログ放送の終了時期（（H19H19））の記載の記載
※ なお、H19～H23までは、受委託放送で実施

◎ 記載を新設
- NHK:難視聴解消＋総合放送
- 民放:1系統

（適用は、国内放送（アナログ放送）の終了
後）

◎◎ 記載を新設記載を新設
- NHK:難視聴解消＋総合放送
- 民放:1系統

（適用は、国内放送（アナログ放送）の終了
後）

2005.8 改正
サイマル関係変更

◎ サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサイマルに変更
（なお、アナログハイビジョンは当初よりデジタルハイビジョン

のサイマル放送）

◎◎ サイマル関係の変更サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサイマルに変更
（なお、アナログハイビジョンは当初よりデジタルハイビジョン

のサイマル放送）

※ 民放のSD放送は、HD放送が行われ

ない場合に限る旨の注の追加

◎ サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサ

イマルに変更

◎◎ サイマル関係の変更サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサ

イマルに変更

◎ サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサイマルに変更

◎◎ サイマル関係の変更サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサイマルに変更

◎ アナログ放送に関する記載追加（3周波数）

- NHK:難視聴解消＋総合放送
- 民放:1系統

（H19開始、H23までに終了）

◎ デジタル放送のH19以降の周波数を5

◎◎ アナログ放送に関する記載追加アナログ放送に関する記載追加（（33周波数）周波数）

- NHK:難視聴解消＋総合放送
- 民放:1系統

（H19開始、H23までに終了）

◎◎ デジタル放送のデジタル放送のH19H19以降の周波数を以降の周波数を55

◎ サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサ

イマルに変更

◎◎ サイマル関係の変更サイマル関係の変更
- アナログ放送はデジタル放送のサ

イマルに変更

◎ サイマル関係の変更
- アナログサイマル放送についての

記載の削除
- SD NHK:難視聴解消＋総合放送

民放:1番組以上（HD放送が行

われない場合に行うSD放

送を含まず）

- HD NHK:難視聴解消＋総合放送
民放:8番組程度

（難視聴解消はSD,HDのいずれか一方）

◎◎ サイマル関係の変更サイマル関係の変更
- アナログサイマル放送についての

記載の削除
- SD NHK:難視聴解消＋総合放送

民放:1番組以上（HD放送が行

われない場合に行うSD放

送を含まず）

- HD NHK:難視聴解消＋総合放送
民放:8番組程度

（難視聴解消はSD,HDのいずれか一方）

アナログ放送終了時期等

※ いずれも放送対象地域は「全国」※ いずれも、以上の放送が「全国各地域においてあまねく受信できること」とされている
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１１１１ 地上デジタル放送に関する衛星放送によるセーフティネット地上デジタル放送に関する衛星放送によるセーフティネット

１２

第三章 送信側の課題（２）―補完措置

３．提言

( 2 ）衛星によるセーフティネット

アナ口グ放送において放送の電波によりカバーしている地域は放送事業者の自助努力により 100 ％カバーすることを基本
として取り組んでいる。その際には、中継局の整備に加え、ケーブルテレビ、 IP 再送信など通常の補完手段を活用して取り組
むこととしている。また、辺地共聴施設等においては、国、 NHK 、視聴者の協力により、かつ、一般放送事業者の協カを得て

改修することで取り組んでいる。

しかしながら、これらの取組にもかかわらず、平成 23 （2011）年時点においてデジタル放送を送り届けることができない地域

が存在することは避けられないと考えられる。このような地域で、難視聴を発生させることなく、アナ口グ放送を受信していた国難視聴を発生させることなく、アナ口グ放送を受信していた国
民が引き続きデジタル放送を受信できる環境を整備することを目的として、衛星を使って全国を力バーするセーフティネットの民が引き続きデジタル放送を受信できる環境を整備することを目的として、衛星を使って全国を力バーするセーフティネットの
措置を講ずることについて、早急に検討をすすめる措置を講ずることについて、早急に検討をすすめるべべきである。きである。

その際、地上放送は、地上系のネットワークにより県域又は広域の放送を送り届けるものである点について、アナ口グから
デジタルに移行した後も変わらないものであり、平成 22 （2010）年まではもちろん、それまでにデジタル放送を送り届けられな
い地域については平成 23 （2011）年以降も引き続き、地上系のネットワークにより送り届ける努カは続けられるべきである。し

たがって、原則として全国一律、中継局や通常の補完手段による地上系のネットワークが整備されるまでの当面の間の緊急原則として全国一律、中継局や通常の補完手段による地上系のネットワークが整備されるまでの当面の間の緊急
避難的措置として、暫定的なものと位置付けるべきである。避難的措置として、暫定的なものと位置付けるべきである。

国は、セーフティネットのための所要の制度整備等を行うための考え方を、また、国及び放送事業者は、衛星によるセーフ国は、セーフティネットのための所要の制度整備等を行うための考え方を、また、国及び放送事業者は、衛星によるセーフ
ティネットを実際に行うための具体的な方法を、早急に検討し、本年中のできるだけ早い時期に公表することが適当である。そティネットを実際に行うための具体的な方法を、早急に検討し、本年中のできるだけ早い時期に公表することが適当である。そ
の際、セーフティネットの対象となる視聴者が放送を受信するための対応を行う期間が十分に確保できるようにするため、できの際、セーフティネットの対象となる視聴者が放送を受信するための対応を行う期間が十分に確保できるようにするため、でき
るだけ早期にセーフティネットが開始されるよう検討することが適当である。るだけ早期にセーフティネットが開始されるよう検討することが適当である。地上系のネットワークにより視聴する世帯と、衛星
によるセーフティネットを通じて視聴する世帯との間に、著しい負担の格差が生じないよう、配慮するための方策を国において
検討することが必要である。また、衛星を利用したセーフティネットの対象となる世帯に対して、必要な情報が提供されるよう配
慮されることが必要である。

情報通信審議会情報通信審議会 「地上デジタル放送推進の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割「地上デジタル放送推進の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割 第４次中間答申」第４次中間答申」
（（20072007年（平成年（平成1919年）年）88月）月）
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